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甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合告示第８号 

 

 

 

 平成２６年１０月甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会定例会を次のとおり招集する。 

 

  平成２６年１０月１７日 

 

 

                 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 

                  管理者  宮 島 雅 展 

 

 

 

 

 １ 期  日  平成２６年１０月３１日（金） 

 

 ２ 場  所  笛吹市役所境川支所議場 

 

 ３ 付議事件  (1)平成２６年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 

          一般会計補正予算（第２号）について 

 

         (2)財産の取得について 

 

         (3)平成２５年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 

          一般会計歳入歳出決算の認定について 
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平成２６年１０月甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会定例会会議録 

 

平成２６年１０月３１日 午前１１時１５分 開議    

議事日程 

    第１ 仮議席の指定     

    第２ 議席の指定及び一部変更 

    第３ 会議録署名議員の指名 

    第４ 会期の決定 

    第５ 議案第８号  平成２６年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計

 補正予算（第２号）について 

    第６ 議案第９号  財産の取得について 

    第７ 議案第１０号 平成２５年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計

 歳入歳出決算の認定について 

 

出席議員  １番 長沢達也議員 

 ２番 山田弘之議員 

 ３番 岡 政吉議員 

 ４番 鈴木 篤議員 

 ５番 小林 始議員 

 ６番 岩沢正敏議員 

 ７番 中村勝彦議員 

 ８番 丸山国一議員 

 ９番 荻原隆宏議員 

１０番 佐藤茂樹議員 

１１番 野中一二議員 

１２番 石原 剛議員 

１３番 野澤今朝幸員 

１４番 前島敏彦議員 

１５番 木内健司議員 

１６番 飯嶋賢一議員 

 

欠席議員 なし  

 

説明のため出席した者の職氏名 

 管理者  宮島雅展 

副管理者 倉嶋清次 

副管理者 望月清賢 

副管理者 田辺 篤 

事務局長 河西 衛 

総務課長 上野英男 

建設課長 佐藤 敦 

用地課長 角田広幸 

 

職務のため出席した事務局職員の氏名 

 事務局職員 田中康弘 

事務局職員 廣瀬 剛 

書  記 岩下浩司 

書  記 土橋淳一 
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〇事務局（上野総務課長） 開会に先立ちまして、相互にあいさつを交わしたいと思います。 

   全員ご起立をお願いいたします。礼。（全員起立 互礼） ご着席願います。（全員着

席） 

 

開会【午前１１時１５分】 

 

〇議長（前島敏彦 君） 只今の出席議員１６人、議会は成立いたします。 

   只今から平成２６年１０月甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会定例会を開会致

します。 

   これより本日の会議を開きます。 

   報告事項を申し上げます。 

   議員辞職の報告をします。 

   甲府市選出の森沢幸夫議員、清水仁議員、兵道顕司議員より、６月１７日付で甲府・

峡東地域ごみ処理施設事務組合 議会議員辞職願が提出され、これを許可しましたので

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会会議規則第１３８条第２項の規定により報告

します。 

   次に、監査委員から平成２５年度の平成２６年２月分から５月分及び平成２６年度の

平成２６年４月分から７月分の例月出納検査報告書並びに平成２６年度定期監査報告書

が提出されました。 

   また、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計継続費精算報告について 

   それぞれお手元に配付いたしております報告書によりご了承願います。 

   これより、日程に入ります。 

 

日程第１ 仮議席の指定 

 

○議長（前島敏彦 君） 日程第１、仮議席の指定をいたします。 

   新たに甲府市より選出されました議員の仮議席は、ただ今ご着席をもって仮議席に指

定いたします。 

 

日程第２ 議席の指定及び一部変更 

 

○議長（前島敏彦 君） 日程第２、議席の指定及び一部変更を行います。 

   甲府市より新たに選出されました議員の議席は甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合

議会会議規則第４条第２項の規定により、「長沢達也君」の議席を１番に「佐藤茂樹君」
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の議席を１０番に「野中一二君」の議席を１１番に指定いたします。 

   ただいま指定いたしました「長沢達也君」「佐藤茂樹君」「野中一二君」の議席に関連

し、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会会議規則第４条第３項の規定により議席

の一部変更行います。変更した議席は、お手元に配付いたしております議席図のとおり

であります。 

   お諮りいたします。議席の指定及び一部変更をすることにご異議ありませんか。 

    （「異議なし」の声あり） 

○議長（前島敏彦 君） 異議なしと認めます。よって議席の指定及び一部変更をすること

に決定いたしました。「氏名標」を準備する間、しばらくお待ちください。 

    （「氏名標」を準備） 

 

日程第３ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（前島敏彦 君） 日程第３、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議録署名議員は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会会議規則第８０条の規

定により、議長において指名いたします。 

   １番、長沢達也君、８番、荻原隆弘君を指名いたします。 

 

 

日程第４ 会期の決定 

 

○議長（前島敏彦 君） 次に日程第４、会期の決定を議題といたします。 

   お諮りいたします。今定例会の会期は、配付いたしております会期日程のように、本

日の１日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（前島敏彦 君） ご異議なしと認めます。よって、今定例会の会期は、本日の１日

間と決定いたしました。 

 

日程第５ 「議案第８号」～日程第７ 「議案第１０号」 

 

○議長（前島敏彦 君） 次に、今定例会へ提出する議案について、管理者から送付されま

した提出議案は、議事日程記載第５第６及び第７のとおりでありますので、朗読は省略

いたします。 

   日程第５「議案第８号」日程第６「議案第９号」及び日程第７「議案第１０号」の３

案を一括議題といたします。 
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   管理者から 上程「議案第８号」「議案第９号」及び「議案第１０号」に対する提案理

由の説明を求めます。 

   （管理者 挙手）管理者 宮島雅展君 

    （管理者 登壇） 

○管理者（宮島雅展 君） ただいま議題となりました議案第８号 議案第９号及び議案第

１０号の３案を一括し、提案理由のご説明を申し上げます。 

   議案第８号、平成２６年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 一般会計補正（第

２号）につきましては、歳入歳出予算の総額から それぞれ５千２２万９千円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１９億６千３８５万８千円とするものであります。 

   歳入第１款 分担金及び負担金は、歳出執行予算の減額に伴い構成４市の負担金を減

額補正するものであります。 

   歳入第２款 国庫支出金は循環型社会形成推進交付金の確定に伴い増額補正するもの

であります。 

   歳入第３款 繰越金は、平成２５年度における歳入歳出決算額の確定により、歳入歳

出差引剰余金を平成２６年度予算の繰越金として増額補正するものであります。 

   歳入第４款 諸収入は、本組合が受託事業者として実施している地域振興事業費の増

などにより、行政間協定に基づく関係機関からの受託事業収入が増額となることから、

増額補正するものであります。 

   歳入第５款 組合債は借入額の確定に伴う増額補正であります。 

   歳出第２款 総務費は、交差点予備設計業務委託の追加などによる委託料の増額、中

間処理施設造成関連工事の追加による工事請負費の増額補正、及び地域振興事業におけ

る笛吹市への用地取得費等負担金の減額補正であります。 

   第２表、繰越明許費につきましては、地域振興事業における温泉施設実施設計業務委

託について、翌年度に繰り越して使用することができる経費として設定するものであり、

第３表、地方債の補正につきましては、借入額の増額に伴い、限度額を変更するもので

あります。 

   次に、議案第９号、財産の取得につきましては一般廃棄物処理施設 ごみ中間処理施

設用地として土地を取得するについては、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例第３条の規定により、

議会の議決を求めるため、本案を提出するものであります。 

   次に、議案第１０号、平成２５年度 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計歳

入歳出決算の認定につきましては、地方自治法第２３３条第１項の規定に基づき調製し、

同条第２項の規定により、監査委員の審査に付しましたところ、別添の審査意見書の提

出がありましたので、同条第３項の規定により、議会の認定をいただくため、提案する

ものでございます。 
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   何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、私からの説明といたしま

す。 

    （管理者 降壇・着席） 

○議長（前島敏彦 君）提案理由の説明は、終わりました。 

   お諮りいたします。議案に対する質疑及び討論の通告がありませんでしたので、直ち

に採決いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前島敏彦 君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８号 議案第９号及び議

案第１０号につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。 

   議案第８号 平成２６年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計補正予算（第

２号）について原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前島敏彦 君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８号は、原案のとおり可

決されました。 

   次に、議案第９号 「財産の取得について」は原案のとおり可決することに、ご異議

ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前島敏彦 君） ご異議なしと認めます。よって、議案第９号は、原案のとおり可

決されました。 

   次に、議案第１０号 「平成２５年度甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 一般会

計 歳入歳出決算の認定について」は原案のとおり認定することに、ご異議ございませ

んか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前島敏彦 君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１０号は、原案のとおり

認定されました。 

   以上で本日の日程はすべて終了致しました。これをもちまして平成２６年１０月甲

府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会定例会を閉会致します。 

 

閉会【午前１１時３０分】 

 

〇事務局（上野総務課長） あいさつを交わしたいと思います。 

   全員ご起立をお願いいたします。礼。（全員起立 互礼） お疲れ様でした。 

 

 



 

   

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

              議  長  前島 敏彦 (自署) 

              署名議員  長沢 達也 (自署) 

              署名議員  荻原 隆弘 (自署) 

 


